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今
東
ア
ジ
ア
一
の
富
裕
國
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
り
。
一
人
當
り
國
内
總
生
産
は
五
萬
ド
ル
を
越
え
、
日

本
の
ほ
ぼ
一
・五
倍
に
當
れ
り
。
實
際
に
彼
の
地
に
あ
ら
ば
、
豐
か
さ
を
實
感
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
此
の
小

さ
き
國
遍
く
、
自
動
車
道
路
と
電
車
の
軌
道
四
通
八
達
す
。
試
み
に
何
處
な
り
と
も
道
路
の
片
隅
に
車

を
駐
車
し
、
或
い
は
電
車
の
驛
舍
に
降
り
立
ち
、
邊
り
を
散
策
せ
ば
、
瀟
洒
な
る
外
觀
・
色
合
ひ
の
住
宅

建
築
竝
び
立
ち
、
合
間
に
緑
地
の
點
綴
す
る
を
見
る
。
如
何
な
る
地
點
に
立
ち
て
眺
む
る
も
、
周
圍
の
風

景
の
色
彩
・造
形
調
和
せ
る
に
感
嘆
す
べ
し
。
我
ら
が
國
に
往
々
に
し
て
跋
扈
す
る
色
彩
・高
さ
不
揃
ひ
の

建
築
群
は
ほ
ぼ
見
當
ら
ず
。
況
ん
や
け
ば
け
ば
し
き
廣
告
・立
看
板
を
や
。
規
制
完
璧
な
り
と
覺
ゆ
。 

 

我
は
好
ま
ざ
れ
ど
も
、
歐
米
的
感
性
・
價
値
觀
に
て
世
界
の
事
物
に
順
位
を
付
し
、
自
ら
の
優
越
を
悦

ぶ
は
、
歐
米
人
の
習
性
な
り
。
彼
等
世
界
の
都
市
を
取
上
げ
、
好
ま
し
き
順
に
順
位
附
け
す
。
一
位
、
二

位
、
三
位
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ロ
ン
ド
ン
、
パ
リ
な
れ
ど
も
、
彼
等
、
第
四
位
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
推
す
。
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
、
ロ
ン
ド
ン
、
パ
リ
、
何
れ
も
、
歐
米
人
が
特
性
た
る
二
重
規
準
を
象
徴
す
る
如
く
、
都
市
域
の
一

部
に
、
か
な
り
廣
き
醜
惡
、
汚
穢
な
る
貧
民
區
あ
り
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
國
全
體
を
見
る
も
斯
か
る
區
域

無
し
。
こ
は
歐
米
人
の
感
知
す
る
こ
と
無
き
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
、
他
都
市
に
優
る
利
點
な
ら
ず
や
。
此
の
國

の
人
等
、
純
然
た
る
ア
ジ
ア
人
に
て
、
歐
米
的
二
重
規
準
に
毒
せ
ら
れ
ざ
る
を
示
す
。 

  

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
富
は
何
に
基
づ
き
、
そ
が
繁
榮
は
何
處
よ
り
來
た
る
や
。
一
は
國
父
に
し
て
、
獨
立
運

動
以
來
此
の
國
を
指
導
し
來
れ
る
客
家
系
華
人
、
リ
ー
・
ク
ァ
ン
ユ
ー
（
李
光
耀
）
の
指
導
力
な
り
。
二
に

獨
自
の
感
性
・價
値
觀
に
基
づ
き
構
築
せ
る
政
治
組
織
と
、
そ
を
支
ふ
る
清
廉
に
し
て
能
力
高
き
政
治
家

官
僚
、
三
に
金
融
、
運
輸
、
觀
光
其
の
他
、
世
界
に
冠
た
る
效
率
を
誇
る
第
三
次
産
業
を
數
ふ
べ
し
。 

リ

ー
・
ク
ァ
ン
ユ
ー
は
、
英
國
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
學
に
て
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
來
と
稱
揚
せ
ら
れ
た
る

大
秀
才
な
り
。
植
民
地
よ
り
の
獨
立
運
動
に
マ
レ
ー
人
指
導
者
と
共
に
奔
走
し
、
首
尾
よ
く
獨
立
を
達
成

せ
る
も
、
獨
立
せ
る
マ
レ
イ
シ
ア
の
マ
レ
ー
人
指
導
者
、
獨
立
マ
レ
イ
シ
ア
に
華
人
の
勢
力
強
き
を
嫌
ひ
、
華

人
多
數
を
占
む
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
、
マ
レ
イ
シ
ア
よ
り
放
逐
す
。
斯
く
し
て
一
九
六
五
年
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は

獨
立
せ
る
も
、
そ
は
國
民
の
祝
福
を
受
け
た
る
獨
立
に
非
ず
。
リ
ー
・
ク
ァ
ン
ユ
ー
、
マ
レ
イ
シ
ア
よ
り
の
分

離
獨
立
を
國
民
に
告
げ
し
に
、
號
泣
を
止
め
得
ざ
り
き
と
ぞ
。 

 

一
九
六
五
年
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
英
國
植
民
地
時
代
の
軍
港
設
備
は
殘
れ
ど
、
經
濟
力
、
資
源
乏
し

き
、
淡
路
島
程
の
面
積
の
、
貧
寒
た
る
小
國
に
過
ぎ
ず
。
自
給
す
る
に
足
る
水
資
源
と
て
無
く
、
將
來
の

經
濟
的
自
立
を
疑
ふ
者
多
し
。
我
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戰
爭
中
の
一
九
六
九
年
に
此
の
國
を
訪
れ
し
こ
と
あ
り
。

ア
メ
リ
カ
軍
兵
士
多
數
滯
在
し
、
休
息
と
娯
樂
（
Ｒ
＆
Ｒ
）
に
米
ド
ル
を
落
せ
る
は
、
貴
重
な
る
外
貨
收
入

な
る
め
れ
ど
、
そ
ち
こ
ち
に
貧
相
な
る
小
屋
の
群
が
る
街
區
あ
り
て
、
到
底
今
日
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
比
す

べ
く
も
非
ず
。
當
時
の
誰
か
、
五
十
年
後
の
隆
盛
を
想
像
し
得
た
る
。 

  

獨
立
後
此
の
國
の
歩
み
し
は
苦
難
の
途
な
り
き
。
獨
立
直
後
の
經
濟
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戰
時
米
ド
ル
の
流
入

に
潤
ひ
し
は
須
臾
の
こ
と
に
て
、
一
九
七
〇
年
代
よ
り
は
、
狹
小
な
る
國
土
に
造
船
、
加
工
工
業
等
の
工

場
を
建
設
し
、
工
業
中
心
の
發
展
に
よ
り
國
の
基
礎
を
固
む
。
さ
れ
ど
現
下
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
繁
榮
、
一



九
八
〇
年
代
に
リ
ー
・
ク
ァ
ン
ユ
ー
が
國
家
目
標
を
第
三
次
産
業
中
心
に
設
定
せ
る
を
因
と
す
。
世
界
と

ア
ジ
ア
の
經
濟
動
向
と
自
國
の
潛
在
力
を
見
据
ゑ
た
る
リ
ー
・ク
ァ
ン
ユ
ー
の
先
見
性
こ
そ
、
又
斯
か
る
世

界
に
冠
絶
せ
る
指
導
者
に
十
二
分
に
能
力
を
發
揮
せ
し
め
た
る
こ
そ
、
此
の
國
の
幸
ひ
な
れ
。 

  

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
效
率
高
き
第
三
次
産
業
の
一
例
を
舉
げ
む
。
我
一
九
八
〇
年
代
に
此
の
國
に
赴
き
、

コ
ン
テ
ナ
輸
送
を
主
體
と
せ
る
港
灣
業
務
の
、
既
に
完
全
に
一
貫
し
て
電
子
化
せ
ら
れ
た
る
を
實
地
に
見

て
驚
嘆
す
。
コ
ン
テ
ナ
船
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
港
に
近
附
く
に
、
電
子
媒
體
も
て
港
灣
當
局
に
聯
絡
、
入
港
す
べ

き
埠
頭
番
號
の
指
示
を
受
く
。
入
港
す
る
に
、
直
ち
に
荷
下
し
・
荷
揚
げ
作
業
と
、
荷
下
し
せ
る
貨
物
、

特
に
麻
藥
の
有
無
の
檢
査
を
行
ふ
態
勢
已
に
整
へり
、
凡
て
終
了
せ
ば
出
港
を
許
可
す
。
日
本
の
港
灣
な

ら
ば
一
日
を
要
す
る
作
業
を
僅
々
三
時
間
に
て
處
理
す
と
聞
く
。
當
時
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
港
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

を
凌
ぎ
て
、
貨
物
扱
ひ
量
世
界
一
の
港
灣
に
躍
り
出
で
た
る
は
む
べ
な
る
哉
と
感
銘
せ
ら
れ
た
り
。 

 

此
の
國
の
政
治
制
度
、
我
は
リ
ー
・
ク
ァ
ン
ユ
ー
が
、
一
九
六
〇
年
代
日
本
の
自
民
黨
政
府
の
、
清
潔
に

し
て
、
效
率
高
き
官
僚
制
度
に
想
を
得
た
る
に
非
ず
や
と
推
測
す
。
表
面
上
英
國
式
議
會
制
民
主
主
義

を
標
榜
す
る
も
、
實
質
的
に
は
獨
立
以
來
今
日
ま
で
、
政
權
黨
は
連
綿
と
し
て
リ
ー
・
ク
ァ
ン
ユ
ー
の
創
設

せ
る
一
黨
な
り
。
さ
れ
ど
一
九
六
〇
年
代
以
後
は
、
我
ら
が
國
と
此
の
國
の
辿
り
た
る
途
は
對
照
的
な
り
。

我
ら
が
自
民
黨
の
一
九
七
〇
年
代
以
降
凡
庸
に
し
て
腐
敗
せ
る
政
治
家
の
跳
梁
を
許
し
た
る
に
對
し
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
リ
ー
・ク
ァ
ン
ユ
ー
以
下
、
清
廉
・有
能
な
る
政
治
家
等
の
引
續
き
て
政
治
を
指
導
す
。
共

に
議
會
制
民
主
主
義
を
標
榜
す
る
兩
國
な
れ
ど
、
違
ひ
は
我
ら
が
眼
前
に
歴
然
た
ら
ず
や
。 

 

政
治
家
・行
政
官
の
清
廉
を
維
持
す
る
制
度
、
我
ら
が
制
度
よ
り
更
に
徹
底
せ
り
。
日
本
人
等
の
外
國

人
、
屡
し
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
政
府
高
官
に
手
土
産
を
持
參
す
。
そ
を
受
領
せ
る
者
、
必
ず
其
が
價
格
を
政
府

に
申
告
、
不
用
品
と
て
國
庫
に
納
入
す
る
か
、
は
た
又
自
ら
購
入
せ
む
と
て
價
格
分
の
金
額
を
年
末
の
賞

與
よ
り
減
額
す
る
か
、
何
れ
か
を
選
擇
す
る
が
此
の
國
の
制
度
な
り
。 

  

第
三
次
産
業
を
見
る
に
、
金
融
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
東
南
ア
ジ
ア
の
中
心
な
り
。
ア
ジ
ア
に
於
て
も
取
扱

額
已
に
香
港
を
凌
ぎ
、
東
京
に
迫
る
。
情
報
産
業
、
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
世
界
の
主
導
國
の
一
た
り
。
港

灣
貨
物
取
扱
量
の
世
界
一
な
る
こ
と
上
記
の
如
し
。
觀
光
客
數
、
航
空
旅
客
數
、
ア
ジ
ア
に
あ
り
て
は
バ
ン

コ
ク
に
次
ぐ
。
近
年
は
國
内
の
醫
療
施
設
を
整
備
し
、
醫
療
觀
光
に
力
を
注
ぐ
。 

  

此
の
國
は
我
ら
日
本
人
に
學
ぶ
と
こ
ろ
多
き
國
な
り
。
第
一
に
同
じ
く
議
會
制
民
主
主
義
を
標
榜
し

つ
つ
も
、
個
人
に
非
ず
し
て
家
族
、
親
族
等
の
集
團
を
重
視
す
る
社
會
構
造
と
ア
ジ
ア
人
の
感
性
を
共
有

す
れ
ば
、
我
ら
が
政
治
と
行
政
の
頽
廢
の
因
を
知
る
に
、
此
の
國
に
勝
る
範
例
世
界
に
他
に
無
き
に
非
ず

や
。
此
の
國
の
政
治
と
歩
み
を
具
さ
に
知
ら
ば
、
必
ず
や
我
ら
が
國
の
政
治
の
劣
化
を
建
直
す
示
唆
を

得
む
。 

 

第
二
に
此
の
國
の
指
導
者
多
く
毆
米
に
遊
學
す
れ
ど
、
一
部
の
我
ら
が
國
人
に
異
な
り
、
徒
ら
に
毆
米

の
範
例
と
毆
米
人
を
尊
崇
す
る
弊
を
脱
せ
り
。
例
へば
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
刑
罰
嚴
し
き
國
に
し
て
、
一
定
量

を
越
ゆ
る
麻
藥
を
國
内
に
持
込
ま
ば
、
外
國
人
た
る
も
斟
酌
せ
ず
、
死
刑
に
處
す
。
毆
米
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
此
の
國
の
刑
罰
嚴
し
き
を
批
判
す
る
も
、
政
府
そ
を
意
に
介
す
る
こ
と
無
し
。
毆
米
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、

上
の
此
の
國
の
政
治
制
度
、
一
黨
の
繼
續
し
て
政
權
に
あ
り
、
野
黨
に
よ
る
政
權
交
替
無
き
を
非
難
す
る

も
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
政
府
も
輿
論
も
そ
を
毫
も
斟
酌
せ
ず
。
此
の
國
の
輕
度
の
刑
罰
に
笞
打
ち
刑
あ
り
。

毆
米
人
そ
を
嫌
ひ
て
、
過
年
一
英
國
人
少
年
此
の
刑
を
宣
告
せ
ら
る
る
に
、
毆
米
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、



人
權
侵
害
な
り
と
て
大
々
的
に
騷
ぎ
立
つ
。
さ
れ
ど
政
府
は
肅
々
と
刑
を
執
行
す
。
我
が
國
報
道
界
、

毆
米
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
報
道
を
過
度
に
重
視
し
、
政
府
亦
そ
れ
に
影
響
せ
ら
る
る
に
異
な
れ
り
。 

  
第
三
に
、
こ
れ
亦
毆
米
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
攻
撃
す
る
情
報
の
規
制
な
り
。
東
ア
ジ
ア
は
宗
教
に
よ
る
社

會
の
規
制
力
弱
け
れ
ば
、
野
放
圖
な
る
情
報
の
跋
扈
は
青
少
年
の
倫
理
觀
を
減
退
せ
し
め
、
公
序
良
俗

を
害
す
る
こ
と
必
定
な
ら
ず
や
。
現
下
の
日
本
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
情
報
規
制
に
學
ぶ
べ
き
に
非
ず
や
。  

他
に
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
社
會
各
般
に
、
我
ら
が
範
と
爲
す
可
き
こ
と
數
多
あ
り
。
市
中
心
部
の
交
通
澁

滯
緩
和
の
爲
、
市
街
地
各
處
に
設
け
た
る
鳥
居
状
の
門
と
自
動
車
に
設
置
せ
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
に
よ
り
、
中
心
市

街
地
に
進
入
せ
ん
と
す
る
自
動
車
よ
り
料
金
を
徴
收
す
る
も
、
街
路
上
に
塵
芥
を
棄
つ
る
に
過
料
を
課

す
も
、
そ
が
好
例
な
ら
む
。
我
ら
日
本
人
、
毆
米
に
學
ぶ
に
熱
心
な
る
も
、
ア
ジ
ア
に
學
ぶ
を
嫌
ふ
嫌
ひ

無
き
や
。
そ
は
豈
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
限
ら
ん
や
。
さ
れ
ど
此
の
國
は
、
毆
米
に
學
ぶ
の
ア
ジ
ア
に
學
ぶ
に
如

か
ざ
る
を
、
具
體
的
實
例
も
て
示
す
國
に
非
ず
や
。 

  


